
あなたは、普段相談を受けていて、こんな時どこにつないだらいいのだろうかと困ったことはありま

せんか。「つなぎ先としてどういった相談先があるのか」「どんな支援をしてくれるのかがわからない」

という声をよく耳にします。

三重県では、今年度からメンタルパートナー養成事業を開始しました。メンタルパートナーとは、自

殺予防について正しい知識を持ち、身近な人の変化に気づき、自殺を考えている人、悩んでいる人を相

談窓口等へつなぐ役割が期待される人をいいます。今後、地域の方々が、身近なメンタルパートナーと

して活動されていく中で、自殺に傾きそうな方を私達の相談窓口につないでくださる可能性があります。

そこで、今回は自殺の背景・原因によくあがるカテゴリーから、「健康問題」「経済・生活問題」「家

庭問題」「男女問題」の相談先として、４つの相談窓口をご紹介します。私達相談業務に携わる者とし

ては、「死にたい･･･」という言葉が聴かれた時に、はぐらかざすにまずは、その人の気持ちに寄り添い

聴き、必要であれば適切な相談窓口等へつなげることが必要になります。日頃から顔つなぎをしておく

ことが大切です。ぜひ会場へ足を運んでいただき、一緒に支援について考えましょう。

（今回は４ヶ所のみのご紹介ですが、今後この研修をシリーズ化していきたいと考えています。）

※メンタルパートナー養成研修とは・・・

今年度から三重県が自殺対策人材養成の一環で実施している事業です。

メンタルパートナーとは、いわゆる自殺対策におけるゲートキーパー

のことを意味し、メンタルパートナー指導者と呼ばれる講師が実施す

る２０分程度の研修（ＤＶＤ視聴を含む）を言います。

自殺対策における

～分野を越えて、ともに学び「生きる支援」を考えよう～

三 重 県三 重 県三 重 県

三重県こころの健康センター

（三重県自殺対策情報センター）

４月に自殺対策情報センターを開設

し、自殺予防の電話や来所相談、自死

遺族支援などを行っています。

当日はセンターで作成

した「自殺相談対応

の手引き」も配付

します。

三重県消費

生活センター

契約や商品購入のトラ

ブル以外に多重債務の相談にも

のってもらえることをご存知ですか。

市町の窓口とも連携し、三重県多重債

務者連携システムを活用して、無料で

相談が受けられます。

三重県司法書士会

司法書士とは、何を

する人？あまりよくご存

知ない方もいるのではないでし

ょうか。多重債務や自己破産の法的手

続き、相続問題など、身近な法律家と

して自殺のリスク対応に強い味方に

なってくれる存在です。

普

し

れました。
日時：平成２４年２月１５日（水）

１３：３０～１６：１５

場所：津庁舎６階 ６１会議室

対象：各相談窓口担当者及び県・

市町等の自殺対策担当者、自殺予
研修スケジュール

１３：００～受付

１３：３０～１５：００

各相談窓口の取り組み紹介

１５：００～１５：４５

参加者交流会

１５：４５～１６：１５

メンタルパートナーについて

（養成研修を含む）

研修会最後に、メンタルパートナー

養成研修（※）を実施します。すで

に、メンタルパートナー指導者等に

なっていただいている方について

は、自由参加とさせていただきます。

防等の活動団体員等
申込方法：別添参加申込書に必要

事項を記入の上、三重県自殺対策

情報センターまでＦＡＸまたはメ

ールにて申し込みください。
三重県男女共同参画センター

「フレンテみえ」

段から幅広く様々な相談に対応

ていただいています。女性のため

の相談やＤＶ相談以外にも男性

相談員による男性の

ための相談も開設さ
締切：平成２４年２月８日（水）



（送信票は不要です）

三重県自殺対策情報センター 田 邊 行

ＦＡＸ ０５９－２２３－５２４２

平成２３年度 相談窓口対応力向上研修（多分野合同研修）

参 加 申 込 書

団体名

担当者

連絡先
所属課及び職名（団体名） 職 種 氏 名


